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学
校
給
食
用
牛
乳
の
空
き
紙
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
小
学
校
で
開
い
て
洗
い
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
う
よ
う
指
導
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、 

一 

納
入
業
者
が
学
校
給
食
用
牛
乳
の
空
き
紙
パ
ッ
ク
の
回
収
を
行
わ
な
い
場
合
に
、
児
童
に
各
家
庭
に
持
ち
帰
ら
せ
て
リ
サ

イ
ク
ル
に
出
す
よ
う
指
導
す
る
こ
と
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
第
三
条
第
一
項
「
事
業
者
は
、
そ

の
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
反
し
、
違
法

と
な
る
か
。 

二 

給
食
で
飲
み
終
え
た
牛
乳
パ
ッ
ク
を
児
童
に
各
家
庭
に
持
ち
帰
ら
せ
て
リ
サ
イ
ク
ル
さ
せ
る
こ
と
が
違
法
に
当
た
る
場
合

に
、
文
部
科
学
省
は
、
教
育
委
員
会
に
学
校
給
食
用
牛
乳
空
き
紙
パ
ッ
ク
の
処
分
を
ど
う
す
る
よ
う
指
導
す
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


